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諮問番号 ： 令和７年度諮問第７号（令和７年１０月１７日付け） 

答申番号 ： 令和７年度答申第８号（令和８年３月２６日付け） 

 

 

答   申 

 

 

審査請求人○○（承継人○○）が令和７年４月１１日付けで提起した処分庁岐阜

県○○事務所長による生活保護費用返還金決定処分（令和○年○○月○○日付け○○

第○○号。以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について、審査庁岐阜県知事（以下「審査庁」という。）から諮問があったの

で、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

  本件処分のうち、費用返還額が○○円を超える部分は取り消すべきであり、その

余の部分に係る本件審査請求は棄却すべきであるとする審査庁の判断は、妥当で

ある。 

 

第２ 事案の概要 

  審査請求人は、処分庁に対して保護（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。

以下「法」という。）第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）の開始の申請

をし、保護を受けていたところ、○○円（利息を含む。）の定額定期貯金（以下

「本件貯金」という。）が処分庁の調査によって判明した。 

  処分庁は、本件貯金の判明を理由として、審査請求人に対し、令和○年○○月○

○日を廃止日として保護の廃止決定をした後、令和○年○○月○○日付けで、医

療扶助に係る○○円の返還を求める本件処分をした。 

  本件審査請求は、審査請求人が本件処分の取消しを求めて提起したものである。 

  なお、本件審査請求の審理手続中に審査請求人が死亡したため、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第１５条第１項の規定により、承継人が審査請求人

の地位を承継した。 

 

第３ 審査請求人承継人の主張の要旨 

  審査請求人承継人は、おおむね次のように主張し、本件処分が違法又は不当であ



 

- 2 - 

るとして、本件処分の取消しを求めている。 

 １ 法第６３条の規定による費用返還請求に応ずること自体は当然と思っているが、

返還決定額が医療扶助全額の○○円となっており、金額に納得できない。 

   保護を受けていなければ、国民健康保険と福祉医療（○○町福祉医療費助成に

関する条例（昭和○○年○○町条例第○○号。以下「町福祉医療条例」という。）

第１条に規定する福祉医療助成をいう。以下同じ。）によって、自己負担金は０

円となる。 

   また、国民健康保険には国の補助が入っているのに、生活保護費の費用返還で

は全額個人負担させることに疑問がある。 

   医療扶助について遡って返還を求めるのであれば、国民健康保険に加入し、福

祉医療を受けていた保護を受ける前の状態に遡って請求してもらいたい。 

 ２ 国民皆保険というが、処分庁がそれを無視して無保険の期間を意図的に作り上

げて、十分な説明もなく、医療費１００パーセントを請求することは法律違反を

している感じがする。 

 ３ 東京高等裁判所令和２年６月８日判決（令和元年（行コ）第２２７号）では生

活保護費全額の返還決定が取り消され、他の審査請求でも「たまたま生活保護を

利用したために１０割相当額の医療費負担を強いられるのは酷にすぎる」旨の主

張がされている等、審査請求人承継人と同様の問題提起がされている。 

 ４ 健康で働ける人又は資金が十分ある人であれば、医療費の１０割の返還ができ

るであろうが、審査請求人の場合は、○○のために身体が思うように動かず、ま

ともに働くことができなかった。約○○円の本件貯金については、仕事を見つけ

るための旅費、宿泊費等に計画性をもって有意義に使いたいと思っていた。処分

庁は、本件貯金から医療費全額を差し引こうとするが、今後の生活に著しい影響

が出るので勘弁願いたい。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

  審理員意見書には、本件処分のうち、費用返還額が○○円を超える部分について

は違法があることから、行政不服審査法第４６条第１項の規定により取り消され

るべきであり、その余の部分に係る本件審査請求については理由がないことから、

同法第４５条第２項の規定により棄却されるべきである旨記載されており、その

理由はおおむね次のとおりである。 

 １ 審査請求人は、保護を受けた時点では本件貯金の存在を認識していなかったた

めにこれを現実に活用することができなかったが、後日、本件貯金の存在を認識
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し、実際に払戻しを受けたのであるから、法第６３条の「急迫の場合等において

資力があるにもかかわらず、保護を受けたとき」に該当し、審査請求人が受けた

医療扶助についても費用返還義務が生じると認められる。 

   処分庁が本件処分に先立ち行った保護の廃止の決定並びに生活扶助及び住宅扶

助に係る費用返還金の決定をするに当たって行った試算によれば、審査請求人は

約○○月にわたり保護を受けることなく生活できる見込みがあり、「生活保護費

の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」（平成２４年７月２３日付け社

援保発０７２３第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「費用返還等

取扱通知」という。）１⑴で全額返還の例外として定める「全額を返還対象とす

ることによって当該被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合」に

該当すると認めることはできない。 

   以上のとおり、処分庁が法第６３条を適用し、審査請求人が受けた医療扶助の

全額を費用返還額と決定した本件処分（ただし、後述する検診命令に係る診断書

料に係る部分を除く。）に違法又は不当な点はない。 

 ２ 費用返還額○○円のうち○○円は、令和○年○○月○○日に行われた検診に係

る診断書料であるが、以下の理由により、これを法第６３条の規定による費用返

還の対象としたことについては、考慮すべき事項を考慮しないこと等により、社

会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したも

のとして、違法であるというべきである。 

  ⑴ 法第６３条の規定による費用返還は保護自体が有効なものであることを前提

とし、同条の対象とすべき額は当該保護の廃止前に係る保護金品であるところ、

審査請求人に対する保護は令和○年○○月○○日に廃止されており、同月○○

日に行われた検診に係る診断書料は保護の廃止後の期間に係る費用であること。 

  ⑵ 審査請求人が受けた検診に係る診断書料は、行政事務費的性格を有するもの

で、便宜的に医療扶助費として支出されたにすぎないと解され、これを審査請

求人に負担させることは不合理であること。 

  ⑶ 審査請求人が検診を受けた○○は、法第３４条第２項に規定する指定医療機

関であり、指定医療機関医療担当規程（昭和２５年厚生省告示第２２２号）第

７条第１項の「指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から法

による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無

償でこれを交付しなければならない。」との規定の適用を受けるところ、当該

検診が法第２８条第１項の規定による検診命令によって実施されたものである

から、その診断書料について無償となる余地があったにもかかわらず、処分庁
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がこれを支払い、本件処分によりその負担を審査請求人に転嫁したと認められ

ること。 

 

第５ 審査庁の説明の要旨 

  当審査会に対する審査庁の説明の要旨は、おおむね次のとおりである。 

１ 審理員による審理手続は、適正であったこと。 

２ 審理員による事実認定は、妥当であると考えられること。 

 ３ 審理員による法令解釈のうち、審査請求人が法第２８条第１項の規定による検

診命令により受けた検診に係る診断書料について、指定医療機関医療担当規程第

７条第１項の規定により無償となる余地があったとの部分は、次の理由から妥当

でないと考えられること。 

   指定医療機関医療担当規程第７条第１項の「必要な証明書又は意見書等」とは、

「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日付け社

発第７２７号厚生省社会局長通知）が定める様式第１３号「医療要否意見書」等

をいい、検診に係る診断書は含まないこと。 

 ４ 結論においては、審理員の判断と同じく、本件処分のうち、費用返還額が○○

円を超える部分は取り消し、その余の部分に係る本件審査請求は棄却するのが相

当であること。 

 

第６ 調査審議の経過 

  当審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。 

 

第７ 審査会の判断の理由 

  当審査会は、審理員意見書及び事件記録に基づき本件審査請求について検討した

結果、次のとおり判断する。 

１ 法の規定等 

 ⑴ 法 

   ア 法第６条は、用語の定義について、次のとおり規定している。 

年 月 日 審 議 経 過 

令和７年１０月１７日 

令和８年 ２月１７日 

令和８年 ３月 ４日 

諮問 

審議（第３３回第２部会） 

審議（第３４回第２部会） 
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     「第６条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者

をいう。 

      ２ この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといな

いとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 

      ３ この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与

される金銭及び物品をいう。 

      ４及び５ 略                          」 

   イ 法第２４条は、申請による保護の開始及び変更について、次のとおり規定

している。 

     「第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出し

なければならない。ただし、当該申請書を作成することができない

特別の事情があるときは、この限りでない。 

       一から五まで 略 

      ２ 略 

      ３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、

種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これ

を通知しなければならない。 

      ４から１０まで 略                       」 

   ウ 法第２５条は、職権による保護の開始及び変更について、次のとおり規定

している。 

     「第２５条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、

すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保

護を開始しなければならない。 

      ２及び３ 略                          」 

   エ 法第２８条は、報告、調査及び検診について、次のとおり規定している。 

     「第２８条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第７７条若

しくは第７８条（第３項を除く。次項及び次条第１項において同じ。）

の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及

び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働

省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、

若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これ

らの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関
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の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずるこ

とができる。 

      ２から５まで 略                        」 

   オ 法第６３条は、費用返還義務について、次のとおり規定している。 

     「第６３条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわら

ず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又

は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金

額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければな

らない。                          」 

   カ 法第８０条は、返還の免除について、次のとおり規定している。 

     「第８０条 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡

した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これ

を消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認

めるときは、これを返還させないことができる。        」 

  ⑵ 指定医療機関医療担当規程 

    指定医療機関医療担当規程第７条は、証明書等の交付について、次のとおり

定めている。なお、指定医療機関医療担当規程は、法第５０条第１項の規定に

より定められた規程である。 

    「第７条 指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から法に

よる保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、

無償でこれを交付しなければならない。 

     ２ 略                              」 

  ⑶ 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付け社

発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。） 

    局長通知第１１の４⑸は、検診料の支払について、次のとおり定めている。

なお、局長通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第

１項に規定する「都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基

準」である。 

    「⑸ 検診料の支払 

       検診を行った医師等から検診料請求書を受け取ったときは、その内容

を審査してこれを確認し、検診料を当該医師又は歯科医師に支払うこと。 

       なお、検診料は原則として法による診療方針及び診療報酬の例による

ものとすること。ただし、検診結果を施行細則準則に定める様式以外の
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書面により作成する必要があると認められる場合は、検診料のほかに４

７２０円の範囲内（ただし、障害認定に係るものについては６０９０円

の範囲内）で特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差

し支えない。                          」 

  ⑷ 費用返還等取扱通知 

    費用返還等取扱通知１は、法第６３条に基づく費用返還の取扱いについて、

次のとおり定めている。 

    「１ 法第６３条に基づく費用返還の取扱いについて 

      ⑴ 返還対象額について 

        法第６３条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象と

すること。 

        ただし、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の自立

が著しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の額を返

還額から控除して差し支えない。 

        なお、返還額から控除する額の認定に当たっては、認定に当たって

の保護の実施機関の判断を明確にするため、別添１の様式を活用さ

れたい。 

       ① 本人が十分注意を払っていたにもかかわらず盗難等の不可抗力に

より消失した額であって、警察にも遺失届が出されており、消失が

不可抗力であることを確実に証明できる場合。 

       ② 家屋補修、生業等の一時的な経費であって、保護（変更）の申請

があれば保護費の支給が認められると保護の実施機関が判断する範

囲のものに充てられた額。（保護基準額以内の額に限る。） 

       ③ 当該収入が、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭

和３６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知）第８の

３の⑶に該当するものにあっては、「生活保護法による保護の実施

要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日社保第３４号厚生省

社会局保護課長通知）第８の４０の認定基準に基づき、保護の実施

機関が認めた額。（事前に実施機関に相談があったものに限る。た

だし、事後に相談があったことについて真にやむを得ない事情が認

められるものについては、挙証資料によって確認できるものに限り

同様に取り扱って差しつかえない。） 

       ④ 当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたもの
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であって、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度

として保護の実施機関が認めた額。 

         ただし、以下の使途は自立更生の範囲には含まれない。 

        (ｱ)から(ｴ)まで 略 

       ⑤ ④にかかわらず、遡及して受給した年金については、⑵により取

扱うこと。 

       ⑥ 当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する場合であ

っては、今後の生活設計等から判断して当該世帯の自立更生のため

に真に必要と保護の実施機関が認めた額。この場合、当該世帯に対

してその趣旨を十分説明するとともに、短期間で再度保護を要する

こととならないよう必要な生活指導を徹底すること。 

         なお、「当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する

場合」とは、当該収入から過去に支給した保護費相当額を返還した

上でなお残額があり、その残額により今後相当期間生活することが

可能であると見込まれる場合や、残額がない場合であっても当該収

入を得ると同時に定期的収入等が得られるようになった場合をいう。 

         そのため、当該収入に対して保護費の返還を求めないことと同時

に、専ら当該世帯の今後の生活費用全般に充てることを「自立更生」

に当たるものとする取扱いは認められないので留意すること。 

      ⑵ 略                             」 

  ⑸ 「生活保護手帳別冊問答集 ２０２４年度版」（中央法規出版株式会社、令

和６年８月３０日発行。以下「問答集」という。） 

    問答集問１３－１７は、法第６３条の費用返還と法第８０条の返還免除との

関係について、次のように記載している。なお、問答集は、「生活保護問答集

について」（平成２１年３月３１日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務

連絡）を基に、生活保護制度の具体的な運用を問答形式で収載したものである。 

    「問１３－１７ 法第６３条の費用返還と法第８０条の返還免除との関係 

     （問）法第６３条の規定による費用の返還と法第８０条の規定による返還

の免除との関係について説明されたい。 

     （答）法第６３条の規定は、資力があるにもかかわらず保護を受けた者が

あるときは、もとの処分自体は有効なものとし、一方において、特別に費

用返還義務を定めたものである。法第８０条の規定は、保護の変更、廃止

又は停止が行われたことに伴い、既に前渡された保護金品のうち当該変更
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等のあった日以降の分を返還させるべき場合には、返還の免除が可能であ

る旨を定めたものである。すなわち、前者においては、返還すべき費用に

係る処分決定は有効であるが、後者においては、返還すべき費用に係る決

定処分は存在しない。したがって、次のような例においては、理論的に考

えれば、現実に被保護者に支給された保護金品は（Ａ＋Ａ’＋Ａ’’）である

が、法第６３条の規定により保護の実施機関が裁量の対象とすべき額は

（Ａ＋Ａ’＋Ｂ）であって、（Ａ’’－Ｂ＝Ｃ）の部分は、法第８０条の規定

による返還免除の対象となり得ることとなる。また、この２つの規定の前

提となる返還義務は異質なものである。すなわち、法第６３条は、扶助費

の変更決定を行わないままで費用返還義務を定めたものである。法第８０

条は扶助費の廃止、変更に伴う保護費の返還義務自体の根拠規定ではない。

すなわち、保護の廃止、変更等に伴い前渡した保護費を支弁者に返還する

義務は、民法第７０３条により生ずることになり、法第８０条は廃止、変

更に伴い財務処理上「戻入」すべき返還額の免除を規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

                                      」 

  ⑹ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

   ア 国民健康保険法第５条は、被保険者について、次のとおり規定している。 

     「第５条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都

道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 」 

   イ 国民健康保険法第６条は、適用除外について、次のとおり規定している。 

     「第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、

都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険（以

下「都道府県等が行う国民健康保険」という。）の被保険者としな

い。 

       一から八まで 略 

       九 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けてい

＜参考図＞ 
 
資力があるにもかかわらず 
保護開始                   （廃止） 
    A        A’          A” 
 
 
                     B       C 
 
 
5月 1日    6月 1日    7月 1日    7月 20日 
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る世帯（その保護を停止されている世帯を除く。）に属する者 

       十及び十一 略                        」 

   ウ 国民健康保険法第８条は、資格喪失の時期について、次のとおり規定して

いる。 

     「第８条 略 

      ２ 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第６条第９号又は第

１０号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。    」 

  ⑺ 町福祉医療条例 

   ア 町福祉医療条例第１条は、目的について、次のとおり規定している。 

     「第１条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児

童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成（以下

「福祉医療費助成」という。）することにより、これらの者の保健

の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。  」 

   イ 町福祉医療条例第２条は、定義について、次のとおり規定している。 

     「第２条 この条例において「子ども」、「重度心身障害者」、「母子家

庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉医

療費助成対象者」という。）とは、次の各号に定めるところによる。 

       一 子ども 略 

       二 重度心身障害者 略 

       三 母子家庭等の母及び児童 略 

       四 父子家庭の父及び児童 略 

      ２及び３ 略                          」 

   ウ 町福祉医療条例第２条の２は、助成対象除外者について、次のとおり規定

している。 

     「第２条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）の規定による医療を受けることができる者は、福

祉医療費助成対象者としない。                」 

 ２ 本件処分について 

  ⑴ 本件処分の検討 

   ア 法第６３条の規定の適用について 

    (ｱ) 法第６３条は、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもか

かわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又

は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範
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囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と

規定している（上記第７の１⑴オ）。 

    (ｲ) 本件においては、審査請求人が保護を受けた時点では本件貯金の存在を

認識していなかったためにこれを現実に活用することができなかったが、

後日、本件貯金の存在を認識し、実際に払戻しを受けたのであるから、法

第６３条の「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受

けたとき」に該当し、審査請求人が受けた医療扶助についても費用返還義

務が生じると認められる。 

    (ｳ) よって、処分庁が審査請求人に対して法第６３条を適用して本件処分を

行ったこと自体に限ってみれば、違法又は不当な点はない。 

   イ 全額返還を求めることについて 

    (ｱ) 法第６３条は、返還額について「その受けた保護金品に相当する金額の

範囲内」という上限を定める一方、その決定方法を具体的に規定せず、

「保護の実施機関の定める額」とすることを規定するにとどまるから、同

条の規定による返還額の決定は、保護の実施機関の合理的な裁量に委ねた

ものと解される。 

      また、費用返還等取扱通知１⑴において、返還対象額については「法第

６３条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすること。」

とし、例外として「全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の

自立が著しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の額を返還

額から控除して差し支えない。」としている（上記第７の１⑷）。 

    (ｲ) これを本件処分についてみるに、処分庁は、本件処分に先立ち行った保

護の廃止の決定並びに生活扶助及び住宅扶助に係る費用返還金の決定をす

るに当たって、本件貯金○○円から当該返還金○○円及び医療扶助に係る

返還金○○円（概算）を支払ったとしても、審査請求人の手元には○○円

が残るほか、審査請求人には老齢基礎・厚生年金及び障害年金支援金が月

当たり約○○円支給されることを試算していたと認められる。 

      そして、当該試算によれば審査請求人が約○○月にわたり保護を受ける

ことなく生活できる見込みがあり、本件処分における医療扶助の額は○○

円で当該試算における医療扶助の概算額（○○円）を下回るから、費用返

還等取扱通知１⑴で全額返還の例外として定める「全額を返還対象とする

ことによって当該被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合」

に該当すると認めることはできない。 
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    (ｳ) よって、後述する検診命令に係る診断書料を除き、処分庁が、審査請求

人の医療扶助に係る全額を費用返還決定したことについては、処分庁に与

えられた費用返還額の決定の裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した

ものとは認められない。 

   ウ 小括 

     以上のとおり、処分庁が法第６３条を適用し、審査請求人が受けた医療扶

助の全額を費用返還額と決定した本件処分（ただし、後述する検診命令に

係る診断書料に係る部分を除く。）に違法又は不当な点はない。 

  ⑵ 審査請求人承継人の主張について 

   ア 上記第３の１の主張について 

    (ｱ) 審査請求人承継人は、国民健康保険に加入していた保護の申請前の状態

に遡って請求すべき旨を主張する。 

    (ｲ) しかしながら、問答集問１３－１７の答にあるとおり、「法第６３条の

規定は、資力があるにもかかわらず保護を受けた者があるときは、もとの

処分自体は有効なものとし、一方において、特別に費用返還義務を定めた

ものである。」とされている（上記第７の１⑸）。 

      そして、国民健康保険法第６条第９号は、保護を受けている世帯に属す

る者は被保険者としない旨を定め、同法第８条第２項は、国民健康保険の

被保険者は同号に該当するに至った日からその資格を喪失する旨を規定し

ている（上記第７の１⑹イ及びウ）。また、町福祉医療条例第２条の２に

おいて、法の規定による医療を受けることができる者は福祉医療費助成対

象者としない旨を規定している（上記第７の１⑺ウ）。 

      そうすると、法第６３条の適用を受けたからといって、これまで受けて

いた保護の決定及び実施に関する処分の有効性を左右するものではなく、

国民健康保険法による療養の給付等や町福祉医療条例による福祉医療を受

けることができないことも変わりないから、審査請求人は、保護の開始前

に遡って国民健康保険の被保険者や福祉医療費助成対象者になり得ない。 

    (ｳ) また、審査請求人承継人は、国民健康保険には国の補助が入っているの

に、法第６３条の規定による生活保護費の費用返還では全額個人負担とな

ることを不服の理由とするが、国民健康保険制度と生活保護制度はその内

容を異にするものであり、同条の規定による費用返還額を決定するに当た

り、審査請求人が国民健康保険の被保険者であった場合を考慮しなかった

としても、処分庁の裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。 
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    (ｴ) 以上により、審査請求人承継人の主張は、採用することができない。 

   イ 上記第３の２の主張について 

    (ｱ) 審査請求人承継人は、処分庁が意図的に無保険の期間を作り上げて、医

療費１００パーセントを請求していると主張する。 

    (ｲ) しかし、審査請求人に対する保護は法第２４条第１項の規定による申請

によって開始されたのであり、かつ、保護を受けている世帯に属する者を

国民健康保険の適用除外とすることは国民健康保険法の定めるところであ

るから、処分庁が意図的に無保険の期間を作ったとは認められない。 

    (ｳ) さらに、審査請求人承継人は、国民皆保険であるにもかかわらず、被保

護者を国民健康保険から除外する法制度の不備について主張しているとも

解される。 

      なるほど、例えば、「生活保護（医療扶助）と医療保険における自己負

担分とを調整する制度的な手当て」をするには、介護扶助と介護保険の関

係と同様に、被保護者を国民健康保険の被保険者とする方法も考えられな

くはない。 

      しかし、参議院の質問主意書に対する答弁書において、「生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者（以下

「被保護者」という。）の医療保険制度への加入については、他の被保険

者の保険料負担や保険財政に与える影響も大きいこと等から、従来から被

保護者は国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の被保険者についての

適用を除外しているものである。」（参議院議員浜田聡君提出生活保護制

度における医療扶助の適正化に向けた抜本的な見直しに関する質問に対す

る答弁書（令和６年２月１６日付け内閣参質２１３第１９号））と答弁さ

れているところであり、被保護者を国民健康保険の被保険者とするかどう

かについては社会保障制度全般の議論のなかで結論を得るべき事柄であっ

て、原則として立法府に委ねられた事項である。 

      行政機関である審査庁は、違憲立法審査権を有せず、現行の法令を所与

のものとし、これに則って審査請求に対する判断を行うものであるから、

法及び国民健康保険法に基づく社会保障制度に対する不服について、審査

請求の裁決において処分を取り消す理由とすることができない。 

    (ｴ) 以上により、審査請求人承継人の主張を採用することはできない。 

   ウ 上記第３の３の主張について 

    (ｱ) 審査請求人承継人は、「後期高齢者医療等の被保険者であれば負担を要
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しなかった範囲の保護費の返還を求める部分については、著しく衡平を失

しており、裁量権の範囲を逸脱した違法があるものと言わざるを得ず、取

消しを免れない。」と判示した東京高等裁判所令和２年６月８日判決（令

和元年（行コ）第２２７号）があり、他の審査請求等においても同様の問

題提起がされている旨主張する。 

    (ｲ) しかし、審査請求人が摘示する東京高等裁判所の判決の事案は、認知症

が進行し財産管理能力を失った高齢者に対して、その所有する自宅及び生

活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）を上回る

年金収入があることを処分行政庁が把握したうえで、本人の意思とは関係

なく法第２５条に基づき職権で保護を開始した事案であり、本件のように

審査請求人の法第２４条第１項の規定による申請により保護を開始した事

案とは異なる。 

    (ｳ) また、当該判決の確定を受けて出された総務省の行政改善推進会議から

の意見を踏まえて、職権により生活保護を適用する際の運用の見直しがさ

れているが、国民健康保険の適用から被保護者を除外することを定めた国

民健康保険法第６条第９号の規定はそのままであり、法第６３条の運用自

体に変更を生じさせるものではない。 

    (ｴ) このほか、審査請求人承継人は他の審査請求（東京都行政不服審査会平

成２９年３月２１日答申及び大阪府行政不服審査会令和５年５月３０日答

申並びに滋賀県知事平成２５年９月２０日裁決）を摘示するが、当該各答

申はいずれも棄却の答申であり、当該裁決は十分な説明がなかったこと、

及び適切な組織判断が行われたとはいい難いとの理由で処分を取り消した

ものであり、医療費１０割の返還自体を違法又は不当と判断したものでは

ない。 

    (ｵ) 以上により、審査請求人承継人の主張を採用することはできない。 

   エ 上記第３の４の主張について 

    (ｱ) 審査請求人承継人は、約○○円の本件貯金については、審査請求人が仕

事を見つけるための旅費、宿泊費等に使う予定で、本件貯金から医療費全

額を差し引かれるのは著しい影響が出る旨主張する。 

    (ｲ) しかしながら、審査請求人が医療扶助の全額を支払ったとしても、約○

○円が手元に残り、年金等の収入と合わせて、約○○月にわたり保護を受

けることなく生活できる見込みがあり、「全額を返還対象とすることによ

って当該被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合」に該当
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しないことは上記第７の２⑴イ(ｲ)で述べたとおりであるから、審査請求

人承継人の主張には理由がない。 

  ⑶ 費用返還の額について 

   ア 費用返還額○○円のうち○○円は、審査請求人が令和○年○○月から○○

月までの間に医療扶助として受けた○○、○○及び○○に係る合計額であ

り、その全額を返還対象にすることについて違法又は不当な点がないこと

は既に述べたところである。 

   イ 一方で、費用返還額○○円のうち○○円は、令和○年○○月○○日に行わ

れた検診に係る診断書料であるが、以下の理由により、これを法第６３条

の規定による費用返還の対象としたことについては、違法であるというべ

きである。 

    (ｱ) 問答集問１３－１７の答には、法第６３条の規定による費用返還は保護

自体が有効なものであることを前提とし、同条の対象とすべき額は当該保

護の廃止前に係る保護金品である旨記載されている（上記第７の１⑸）。 

      これを本件に当てはめると、審査請求人に対する保護は、令和○年○○

月○○日に廃止されており（なお、廃止日は、処分庁が決定したものであ

る。）、同月○○日に行われた検診に係る診断書料は、保護の廃止後の期

間に係る費用であるから、法第６３条の適用の前提を欠く。 

    (ｲ) 法第２８条第１項の規定による検診命令は、被保護者に限らず、要保護

者（法第６条第２項に規定する要保護者をいう。）を対象とし、「検診に

要する費用は、本来行政事務費的性格を有するものであるが、差し当たり、

初診券を発行し、医療扶助費から支出することとしている。但し、初診券

の交付を受けた者が直ちに被保護者たる身分を獲得し、本法に規定する

種々の法律関係の適用を受けるものではないことに留意すべきである。」

（小山進次郎著「改訂増補 生活保護法の解釈と運用（復刻版）」４１９

ページ）とされている。 

      そうすると、審査請求人が受けた検診に係る診断書料は、行政事務費的

性格を有するもので、便宜的に医療扶助費として支出されたにすぎないと

解され、これを審査請求人に負担させることは不合理というほかない。 

      この点につき、処分庁は「診断書料○○円は、処分庁から直接、医療機

関（○○）に支払っているため返還対象としています。」と答えているが、

法第６３条は「その受けた保護金品に相当する金額の範囲内」と規定して

いるのであって、処分庁が支払ったもの全てが同条に規定する費用返還の
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対象となるとはいえないから、当該回答は失当である。 

３ 結論 

以上のとおり、当審査会として、審理員が行った審理手続の適正性を含めた審

査庁の判断の妥当性を審査した結果、審理手続、事実認定並びに法令の解釈及び

適用（ただし、本件処分のうち費用返還額が○○円を超える部分の取消しの理由

を、他事考慮による裁量権の逸脱又は濫用がなされたことによる旨とする部分を

除く。）のいずれについても適正に行われているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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